
船舶インシデント調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年１１月１９日 １８時３０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市勝本
かつもと

港西南西方沖 

 対馬瀬
つ し ま せ

鼻灯台から真方位３４４°１６.２海里付近 

 （概位 北緯３３°３３.７′ 東経１２９°０２.２′） 

インシデントの概要  漁船第五幸
こう

栄
えい

丸は、操業中、発電機が停止し、運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過 平成２９年４月２５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五幸栄丸、１２トン 

 ＮＳ２－１５７８３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、勝本港西南西方沖でい
．

か
．
一本釣り漁の操業中、主機に振動が生じるとともに発電機が停止

し、運航不能となった。 

船長は、所属する漁業協同組合に救援を依頼し、来援した漁業取

締船にえい
．．

航されて勝本港に入港した。 

機関整備業者は、主機を開放して点検を行ったところ、発電機を

駆動する軸に繋
つな

がる主機前部の出力軸の継手ボルトが折損している

ことを確認した。 

分析 本船は、勝本港西南西方沖で操業中、主機前部の出力軸の継手ボ

ルトが折損したことから、発電機の運転ができなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、勝本港西南西方沖で操業中、主機前

部の出力軸の継手ボルトが折損したため、発電機の運転ができなく

なったことにより発生したものと考えられる。  


